
令和４年４月２０日 

 

静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会  

中部地区通級指導教室設置校長・園長・所属長会 

 

司会：中部地区副会長 

１ 会長挨拶 （会長 寺尾祥訓） 

 

２ 静言研の概要説明 （県事務局） 

 

３ 各校（園）の現状報告 

 

４ 課題等についての話し合い 

 



1 

 

静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会 会則 （案） 
（総 則）  

第  1  条   この会は、静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会といい、事務局を静岡市立番町小学校通級指導

教室（所在地：静岡県静岡市葵区一番町50番地）内におく。 

第 2  条  この会は、言語・聴覚・発達障害の調査、診断、治療、教育、福祉等について研究協議したり、知

識や情報を交換し合ったりすることによって、障害に関する医療、教育、福祉等の推進を図ること

を目的とする。 

第 3  条  この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

  1．言語・聴覚・発達障害教育に関する研修会の開催  

  2．言語・聴覚・発達障害教育に関する調査や、研究資料情報等の交換 

  3．言語・聴覚・発達障害に関する、福祉推進のための事業 

  4．その他関連諸団体、機関との連携等、目的達成のために必要な事業 

（組織・役員） 

第 4  条  この会は、静岡県内の言語・聴覚・発達障害教育に携わる、治療教育関係者、及びこの会の趣旨に

賛同する人たちによって組織する。 

第 5  条  この会に次の役目をおく。 

 会長1名 副会長 若干名  顧問 若干名 運営委員 若干名  評議員 若干名   

第 6  条  正副会長は、運営委員会で推薦し、総会の承認を得る。 

第 7  条  運営委員は、会員の中から互選する。 

第 8  条  評議員は、運営委員が推薦する。 

第 9  条  会長は、この会を代表し、会務を統理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故        

ある時は会務を代行する。顧問は必要に応じて会長の諮問に応ずる。 

第 10条  運営委員は、この会の業務を推進する。 

第 11条  評議員は、この会に助言をする。 

第 12条  役員の任期は1年とする。但し、重任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残りの期間とする。 

（機 関）  

第 13条  この会に次の機関をおく。 

        総会    運営委員会    評議員会 

第 14条   総会は、この会の最高決議機関であって、全会員の半数以上の出席を得て成立し、       

毎年１回以上会長がこれを招集する。 

総会では、事業計画、予算の決定、決算の承認、役員の承認決定、会則の改廃等の重要事項を協議

する。 

第 15条  運営委員会は、総会で決定された業務を推進執行する。 

第 16条  評議員会は、運営委員代表若干名と評議員会でこの会への助言をする。 

（経 理）  

第 17条  この会の経費は、会員等から徴収する会費、その他の収入をこれにあてる。 

第 18条  会費は、会員１名につき、年額3,000円とし、毎年総会終了後に会計部へ納入する。 

第 19条  会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。 
 

付   則      1．この会則は、昭和４５年１１月７日から施行する。 
            ２．昭和５６年 ５月１３日 改正 
            ３．昭和６３年 ５月１１日 改正 
            ４．平成 元年 ５月１７日 改正 
            ５．平成 ８年 ５月２７日 改正 
            ６．平成１１年 ５月１１日 改正 
            ７．平成１３年 ５月２５日 改正 
            ８．平成１９年 ５月２３日 改正 
            ９．平成２０年 ５月２３日 改正 
                        10．平成２７年 ５月１５日 改正 

11．平成２８年 ５月２５日 改正 
12．令和 ４年 ５月２４日 改正 



全難言事務
（静岡市立西奈南小）　大川純子　 ●は運営委員会参加

●会長 （静岡市立川原小　寺尾　祥訓）     （全難言理事/静岡県特別支援学級・通級指導教室設置校長会幹事/静教研幹事）
 　副会長 東部（三島市立北小　西島哲治)　　中部（掛川市立中央小　田中浩美）　　西部（磐田市立豊田南小　速水　徹）　　　　 ●令和４年度第50回東海四県静岡大会事務局

中学（静岡市立末広中　杉山智乙） ※東・中・西部の副会長は地区事務局の学校の校長先生 （静岡市立清水三保第二小）　松田光央
 　顧問

静教研代表

（静岡市立番町小）　青木教美

会長　 事務局長 ●中部・静岡地区事務局
各地区評議員 副事務局長 ●地区事務局
各地区事務局 東部（小） （三島市立北小）　森田　恵 ●中部・志太榛原地区事務局
県事務局 中部（小） (掛川市立中央小）　鈴木秀聡

西部（小） (磐田市立豊田南小）梅村千晴 ●中部・小笠地区事務局
県副事務局

事務担当

部長　（浜松市立天竜中）　井口亜由美 谷川百合子 部長　（静岡市立番町小） 米田宏子 部長
   　　　（浜松市立可美小）　南谷由香 安本翔子 副部長　（静岡市立番町小）大村亮輔
  　　　　(浜松市立北浜小）　白井有紀乃 房前俊介 　　　　　（静岡市立番町小） 高木美仁
  　　　　(磐田市立磐田中部小）　増井幸代

※前年度地区事務局だったところ 東部
幼児（富士市立岩松幼稚園）

芹澤純代
東部

東部
中部

中部 （掛川市　　　　　　　　）

中部
西部

西部 （袋井市立高南小幼言）

西部 大塚麗子

中学 難聴
（富士宮市立東小）

県事務局 加納利恵
東部 会計監査
中部 （藤枝市立青島北小）　小川敦子　 静岡市 浜松市
西部 （静岡市立南部小）　堀　香澄　 （浜松市立可美小）

※1つは前年度定例研・事務局会計をしたところ 小出千恵
※R3年度は例外。

（静岡市立川原小）

海野美之

（   立    中）

松浦陽子 （島田第四小幼児ことばの教室）

暮林洋子 （袋井市立浅羽東小）

（袋井市立高南小幼言） 永井智加子
大塚麗子 （磐田市立磐田中部小幼言）

大庭真世

（   市立  小）

（掛川市立掛川教室） 野口和泉

（伊豆の国市立韮山南小学校） 東部（三島市立西小） （静岡市立番町小） 本間弥重
渡邊　梢 鈴木純子 （下田市幼児ことばの教室） 高木美仁

東部（下田市立稲生沢小） 山本智弘

言語（富士市立富士第一小）

落合いづみ
地域相談事業 心理検査用具 電子媒体相談事業 発達（裾野市立向田小）

（静岡市立番町小）

安本翔子 谷川百合子 安本翔子

（静岡市センター幼言） （焼津市立焼津南小） （静岡市麻機幼言） （静岡市立末広中）

（静岡市立番町小） （静岡市立番町小）（静岡市立番町小）
房前俊介

鈴木里和 赤堀絵里香 杉井知子 西村友美

●地区講習会

●研究部 ●会計部 ●広報部 ●調査対策部
部長　　（静岡市立番町小） （伊豆市立修善寺南小）栗原宏実　
副部長　（静岡市立番町小）

●教材費 ●定例研・事務局会計 ●啓発事業

　　　　　　（静岡市立番町小）

令和４年度　 静言研　組織運営表 

（静岡大学）大塚　玲

評議員会

運営委員会

●事務局
（静岡市立番町小）　青木教美
（静岡市立末広中）　西村友美　　

担当（静岡市立西奈南小）　大川純子 （静岡市立番町小）　房前俊介

（静岡市立川原小）　海野美之
（静岡市立宮竹小）　杉山めぐみ　

（静岡市立清水三保第二小）　清水直子 （藤枝市立西益津小）　永谷久美　

（個人会員）　山竹恭子　
（静岡市立西奈南小）　大川純子　

（掛川市立中央小）　鈴木秀聡　





 
 

令和４年度  事 業 計 画 案 

 

 

１ 令和４年度 定例研修会 地区講習会  

  ＜ テーマ ＞ 言語・聴覚・発達障害のある幼児・児童・生徒に対する指導実践を通して、支援のあり 

        方を研修する。 

  ＜研究方法＞・講演会及び、テーマ研修を中心とした分科会を行い、言語・聴覚・発達障害に関する専 

         門性を高める研修をする。 

        ・事例研修を行い、個に応じた支援のあり方や教室運営等についての研修を深める。 

        ・講演会及び、分科会の内容と地区別研修会の内容を研究会誌で報告する。 

 

（１）定例研修会 

回 地区 期  日 会  場 内  容 

 

 

第１回 

 

 

 

 

 

西部 

 

 

 

 

 

5月24日 

（火） 

 

 

オンライン（Zoom） 

動画配信（分科会） 

 

担当校：袋井市立高南小学校 

袋井市立東小学校 

袋井市立浅羽東小学校 

森町立森小学校 

【午前】全体会 

総会 

講演会 

【午後】幼児部会 

運営委員会 

西部地区設置校（園）長会 

分科会（難聴） 

講演 

「発達障害と児童虐待」 

   講師：天竜病院  

児童精神科診療部長 

  山村淳一 先生 

分科会 

＜オンライン＞難聴 

＜動画配信＞構音障害、言語発達遅滞、 

吃音、、LD・ADHD等、 

 

 

第２回 

 

 

 

 

中部 

 

 

 

 

８月12日 

(金) 

13日(土) 

 

第50回東海四県言語・聴覚発達障

害児教育研究大会 

静言研第2回定例研修会 

 

オンデマンド（YouTube）による

映像配信 

 

大会事務局： 

静岡市立清水三保第二小学校 

 

【講演】 

「かかわりへの新しい一歩～愛着

障害の支援を視座にして～」 

    講師：和歌山大学 

米澤 好史 先生 

 

【分科会】 

 「発音」「吃音」「きこえ」 

 「学習や行動」 

・中部地区設置校(園)長会(4 月 20 日開催) 

 

 

第３回 

 

 

 

 

東部 

 

 

 

 

12月８日 

    （木） 

 

 

会場：富士宮市民文化会館 

 

担当校：富士宮市立東小学校  

 

【午前】講演 

    講師：愛知県医療療育総合セン

ター 児童精神科医長 

         吉川 徹 先生 

【午後】分科会 

     構音障害、言語発達遅滞、 

吃音、LD・ADHD等、思春期 

東部地区設置校（園）長会 

 



（２）地区講習会  詳細については随時ホームページに掲載 

地区 開催予定月（日） 内容 

東部   ４月 26日 

  ６月 15日 

９月 日 

10月７日 

２月 日 

新任者研修会（基礎講座） 

関係者講習会（学習の苦手さの背景とサポート）※オンライン 

幼保研修会（外部講師による講話） 

検査技能講習会（WISC-Ⅳの活用）・授業研修会 

担当者講習会 

中部 静岡 ４月 22日 

６月 17日 

６月 13日 

７月５日 

８月 31日 

９月 10日 

新任者研修会①(静言研について,ことばの指導,発達教室の指導) 

新任者研修会②（構音指導について） 

担当者講習会（幼児の育ちと姿勢保持・動作法） 

担当者講習会（吃音の指導について） 

担当者講習会（インシデントプロセス法） 

検査技能講習会（学習障害をもつ児童生徒の理解と支援） 

志太榛原 ６月日 

６月 29日 

11月日 

新任者講習会（教室紹介・指導参観） 

地区講習会（子ども虐待と愛着障害） 

地区講習会（事業紹介及び障害児の支援について） 

小笠  5月 12日 

  11月 9日 

   ９月頃 

12月 16日 

12月 20日 

担当者講習会（教室紹介、事例検討） 

担当者講習会（事例検討） 

小笠地区講習会（アンガーマネジメント） 

担当者講習会（構音障害の講話・事例検討） 

幼児担当者講習会（事例検討） 

西部   ４月 19日 

５月 7 日 

７月 2日 

６月頃（未定） 

６月 12日 

９月 17日 

9・10 月頃（未定） 

12 月 13 日 

11・12 月頃（未定） 

新任者研修会・担当者講習会 ※オンラインで実施 

担当者講習会（構音を学ぶ会） 

   〃 

担当者講習会（発達障害の子への指導・支援）（仮） 

検査・指導技能講習会（ビジョントレーニングのやり方・施設見学） 

担当者講習会（側音化構音の指導方法） 

担当者講習会（吃音児への指導支援について） 

担当者講習会（幼・小学生の感情理解、感情表現）（仮） 

担当者講習会（発達障害児への指導・支援）（仮） 

 

２ 新任者研修会     

各地区講習会にて実施する。 

 

３ 会 誌            

定例研修会での講演会及び分科会の記録と地区講習会のまとめを内容とする。 

 

４ 会 報 

        毎月 25日発行、Ａ４版、内容は教室経営を含む。ホームページ掲載 

 5月 561号 浜松市立佐藤小  6月 562号 浜松市立北浜小  7月 563号 浜松市立二俣小 

 9月 564号  掛川市立大坂小 10月 565号 島田市立第四小 11月 566号 静岡市立清水浜田小 

 1月 567号 下田市立稲生沢小  2月 568号 沼津市立大岡小 

 

５ 令和４年度 言語・聴覚・発達障害教育の教育に関する情報交換 

 

  



６ 静岡県教育研究会 特別支援教育研究部 夏季研究大会 

    日 時  令和年４年８月４日（木） 

    会 場  静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ 

〒422-8019 静岡県静岡市駿河区東静岡二丁目３番1号  

    

 

７ 第51回 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会全国大会（千歳大会） 

    日 時    令和４年９月15日（木）～10月15日（土） 

            ※ オンデマンド（youtube）による映像配信 

 

８ 第50回 東海四県言語・聴覚・発達障害児教育研究大会（静岡大会） 

    日 時  令和４年８月12日（金）・13日（土） 

         ※ オンデマンド（youtube）による映像配信 

 

９ 令和４年度 言語障害児指導相談事業（補助金事業）    

   （１） 言語障害児指導者研修事業（東・中・西各地区） 

    （２） 幼児言語教室設置等啓発事業 

            ・地域相談事業 

      ・心理検査用具に関する事業 

・電子媒体による相談事業 

   （３） 幼児言語指導教室支援事業（幼児ことばの教室への教材費の補助） 

 

10 親の会との共催事業 

    ○「保護者及び関係者研修会」への参加、協力 

    ○静岡県ことばと心を育む会総会 

     日 時 令和４年月日（） 

         会 場  

    ※ 検討中 

 

 



 

 

 

令和 3 年度 要 望 事 項  

 

Ⅰ 通級による指導の充実のための要望 

１ 通級指導教室（言語障害・聴覚障害・発達障害）の設置状況に大きな地域間格差が生
じています。こうした格差を是正し、すべての児童生徒が支援を受けることができるよ
う、通級指導教室の新設や増設をお願いします。 

２ 静岡県が推進してきた特別支援教育及び通級による指導の一層の充実を図るた
め、研修の機会の確保と維持及び本研究会への参加にご理解をいただき、通級指
導教室担当者の指導経験を生かしつつ、その経験が確実に継承されるように、人
事面で配慮いただけるようお願いします。 

３ ICT 機器を活用した遠隔指導や指導の個別最適化を図るためのシステム構築に
関する研究の推進をお願いします。 

 

Ⅱ 小学校言語障害通級指導教室・発達障害通級指導教室の充実と発展のための要望  

  通級による指導を必要とする児童のニーズに応え質の高い指導を行うために、言語
障害通級指導教室と発達障害通級指導教室の障害種別による設置の緩和など柔軟な
運営ができるよう配慮をお願いします。 

 

Ⅲ 聴覚障害特別支援学級・聴覚障害通級指導教室の充実と発展のための要望 

  聴覚に障害をもつ児童・生徒の将来の社会参加に向けて、障害を早期に発見し、
それぞれの発達段階、ニーズに応じて必要な支援を受けられるよう、下記の点につ
いてご配慮、ご検討をお願いします。 

・研修会等で聴覚障害についての理解を広げる場を設定すること 
・園、小学校、中学校に在籍する聴覚に障害を持つ児童・生徒の実態調
査を全県で行うこと  

・聴覚特別支援学校のセンター的機能を活用した学級や教室への巡回指
導を行うこと。  

 

Ⅳ 中学校・高等学校の発達障害通級指導教室の充実と発展のための要望 

本県の中学校の発達障害通級指導教室は年々設置が進んでいますが、生徒・保護者
のニーズに応えるには、教室数や担当者数が十分であるとは言えません。高等学校の
通級による指導についても、実施学校数が少ないため、中学校で通級に通い、高等学
校でも継続したい生徒が通えない現状があります。そこで、下記の点について、ご検
討をお願いします。 

・未設置の市町に中学校の発達障害通級指導教室を新設すること 
・全日制、定時制の課程の高等学校において、通級による指導の利用と合理的配
慮による高校入試に関する情報の周知をすること 

 

Ⅴ 早期指導の充実と発展のための要望 

 本県の「幼児ことばの教室」は、県内外から高い評価を得ています。しかし、
「幼児ことばの教室」には県単位の設置基準がなく、各教室によって様々な設置形
態があり、支援の質や量は市町によって大きな差があります。 
そこで、早期支援の重要性を鑑み、県内どこの市町においても一定の支援が受け

られるよう県として早期支援の枠組みの中に位置づけた制度設計の検討をお願いし
ます。 








